
高齢者見守りネットワーク

熊取町 介護保険課 介護保険グループ

★協力事業者の皆さまへ

この「見守り・声かけの手引き」は、協力事業者の皆さまが日々

の業務の中で、地域の高齢者の方に対しどのような視点で見守

りや声かけをすればよいかについてのポイントを掲載しています。

ぜひ、この手引きを活用していただき、日々の業務の支障のな

い範囲で、「見守り・声かけ」を実践していただきますようお願いし

ます。



１　協力事業者による見守り　～普段の業務の中での見守り～

２　協力事業者による声かけ　～普段の業務の中での声かけ～

具合が悪い？ 倒れているかも？

認知症の方かも？

悪徳商法かも？

虐待かも？

声かけのポイント ２ ～出会った時間帯や天気などを言葉にする場合～

声かけのポイント １ ～まずは自己紹介と要件を手短に伝えます～



３　関係機関へ連絡

　 　

　　●介護保険課 介護保険グループ 　  ☎072-452-6298

　　　　・高齢者の名前や連絡先がわからなくても「見たまま、聞いたまま」を
　　　　　地域包括支援センターなどの関係機関に伝えてください。

　　●地域包括支援センターやさか　　☎072-453-8330

　・協力事業者の承諾なしに情報元を本人や家族に伝えることはありません
　　ので、安心してご連絡ください。

★緊急の場合は消防署・警察署へ★
□倒れている、徘徊している

□お店とのトラブルや暴力行為などの緊急時は、迷わず消防署や警察署へ連絡を！！

☎119 ☎110

声かけのポイント ３ ～つきあいの程度によって言葉にする場合～

声かけのポイント ４ ～会話は「一往復とプラス」～

声かけのポイント ５ ～相談を受けたときの対応について～

見守りネットワーク図

地 域

地域団体など

・社会福祉協議会

・地区福祉委員

・民生児童委員

・老人クラブ

・婦人会

・自治会

・ご近所 など

協力事業者

・金融機関

・医療機関

・介護保険事業所

・スーパー・コンビニ

・配達業者（郵便局など）

・電気・ガス・水道

事業者 など

見守り
（気づき）

高齢者

見守り

相談

支 援

地域包括支援センター

連 携
警察・消防役 場

町 全 体



通常の業務の中での見守り

異変が疑われる場合

可能な範囲で声かけ 声かけができない・難しい場合

応答あり 応答なし

異変なし 異変あり

【医療機関受診が必

要な場合】

・気分が悪い

・意識レベルの低下

・起き上がれない

・ケガ、出血

など

１１９番通報

（医療機関の受診）

【相談支援が必要な場

合】

・認知症の疑いがある

・生活に困っている様子

・介護が必要な様子

・何らかの福祉サービス

が必要な様子

・地域包括支援センターやさか ☎072-453-8330

・介護保険課介護保険グループ ☎072-452-6298

・異変の可能性あり
・死亡が疑われる

・倒れているかも

【確認事項】

・ＴＶの音だけが聞

こえる

・異臭がする

・ハエなどが飛んで

いる

・床などにシミがあ

る

１１0番通報

（119番でも可）

・高齢者の自宅内には、警察官到

着までは１人で立ち入らない。

・警察官到着後は、状況を伝え対

応を任せる。

※万が一救急車に同乗するよう言
われても、乗る必要はありません。

【確認事項】

・季節感の無い服

装で歩いている

・道に迷っている

（徘徊している）

・暴力行為がある

など


